	車両の異常音点検整備基準
	制定　　年　　月　　　日
改定　　年　　月　　　日

	目　的
	騒音公害となるあるいはエンジンの異常燃焼を示す車両の異常音発生を早期に発見し、点検整備を速やかに実施する。

	概　要
	日常点検時及び乗務中に異常音が発生していないかをチェックし、異常時には点検整備を実施する。

	点検者
	ドライバー
	点検時期
	１ヶ月に１回（月初）

	点検方法

と

適否判断基準
	【日常点検時】

車両をアイドリング状態にし、車両の周りを一周して、自分で日常把握している音とは違う異常音が発生していないかをチェックする。

【乗務中】

乗務中に、自分で日常把握している音とは違う異常音が発生していないかどうかをチェックする。

	点検整備の記録
	『グリーン経営車両点検・整備記録表』に、結果が良ければ○、悪ければ×を記入する。

(注)上記点検時期（１ヶ月に１回）以外（普段の運行前点検時や乗務中）に異常音の発生に気が付いた時には『グリーン経営車両点検・整備記録表』の該当月欄に（赤文字で）結果を追加記録する。

	異常時の

対応
	1 【ドライバー】
『点検整備連絡シート』に記入し、点検整備責任者に報告。

②【点検整備責任者】
　　不調状況を確認し、『シート』に必要に応じて整備依頼内容を記入し、整備工場に点検整備を依頼する。

整備工場で異常音の発生元の確認、整備を実施したら、

点検整備の結果を簡潔に記入した『シート』を返却してもらう。

　　

③【点検整備責任者】

点検整備結果を確認し、『シート』に確認内容を記入又は押印し、保管する。


（注）例えば、点検時期を「稼働日毎日」あるいは「毎週（週初め）」などとする場合には、点検の結果は『月間燃費記録表／環境に影響する現象の点検記録表』（燃費把握事例）に記録します。
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